
1者随契 相見積 プロポーザル

1
平成30年度住まい
の総合相談窓口整
備業務

「住まいの総合相談窓口」の設
置、住宅に係る情報提供及び
相談

7,269 ○
　相談内容が営利関係に及び、中
立公平性の確保及び知識の専門性
が求められるため。

住宅課

2
『高齢者向け優良
賃貸住宅供給促進
事業』業務委託

・既存物件への入居に関するこ
と（入居者の資格審査等）
・事業者への説明及び調整
・定期現地調査

646 ○

　入居者の資格審査及び選定につ
いては、公平・公正性確保の観点か
ら県の要綱で公社に委託することと
されている。

住宅課

3
県営住宅建物明渡
等強制執行業務委
託

県が申し立てる県営住宅の建
物明渡等強制執行に際し、県の
業務の補助を行う。

4,980 ○

　本業務を指定管理者以外のもの
に行わせることは、指定管理者以外
の事業者が入居者情報や住戸の鍵
を取扱うことになり、個人情報や施
設管理の面から支障を来す恐れが
ある。
　このため、本業務については、指
定管理者である沖縄県住宅供給公
社との随意契約を交わすことが適
当である。

○

強制執行当日における
建物内の残置物搬出等
業務を円滑に実施する
ため。

住宅課

県と公社等の委託事業に係る随意契約状況調査票（平成30年度）
部等名　土木建築部
課名　　 住宅課

公社等名　沖縄県住宅供給公社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

№ 委託業務名 委託業務内容 契約額（千円）

随意契約の方法

随意契約の理由
再委託
の有無 再委託の理由 県の担当課



4
県営住宅家賃滞納
対策相談業務委託

家賃を納付したくても出来ない
真に困窮する入居者に対し、面
談及び臨戸訪問による生活状
況等の把握や、居住安定のた
めの個別具体的な社会保障制
度等支援策の案内、助言等の
実施により、長期滞納の未然防
止及び早期の滞納解消を図る
取組を行う必要があるため、県
営住宅指定管理者内において、
専門相談窓口を開設し、専門相
談員４名の配置による相談支援
業務を実施する。

16,254 ○

　同社は、公営住宅法に基づく公営
住宅又は共同施設の管理の一部を
事業主体（沖縄県又は市町村）に代
わって行うこととしており、平成18年
度から「沖縄県営住宅の設置及び
管理に関する条例」第68条に基づく
指定管理者として指定され、県営住
宅及び共同施設の修繕・保全を含
めた管理業務を行っている。
　また、指定管理事業者として、県
営住宅使用料等の徴収管理や家賃
減額申請、入退去時の各種申請受
付業務等を通じ、多くの入居者情報
等を個人情報取扱特記事項に基づ
き、管理しており、入居者世帯の生
活及び経済状況等の情報を幅広く
把握し、入居世帯の情報を速やか
に活用できる環境が整備されている
ことから、随意契約とした。

住宅課

5

平成30年度沖縄県
営住宅家賃等長期
滞納整理業務（本
島地区）

債権回収会社において納付案
内が困難とされた債権を専門的
なノウハウや実績を有する法人
及び弁護士等に委託し、長期滞
納による未収金の縮減を図る。

31,542 ○

　プロポーザル方式により広く公募
を行ったところ左の１者から応募が
あった。企画提案内容等を選定委
員会において審査したところ、選定
基準を満たしていたため、契約の相
手方として選定した。

住宅課

6
沖縄県営住宅等の
賠償責任保険に関
する業務委託

県営住宅の施設及びその昇降
機等において、施設・昇降機賠
償責任保険に加入し、当該保険
契約上の権利を行使し、義務を
履行する業務

3,369 ○

　賠償責任保険は、施設の所有者
または管理者が加入できる保険で
ある。沖縄県住宅供給公社は、県
営住宅の指定管理者であり、実際
の管理業務を行っているため、賠償
事故等が発生した場合に入居者対
応や保険会社との調整を行えるよう
にするため。

住宅課

64,060 5 0 1 1合計


